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令和８年度実施 

令和９年度（２０２７年度）北海道・札幌市公立学校 

教員採用候補者選考検査実施要領 

札幌市教育委員会 

受 付 期 間 

令和８年（２０２６年）４月６日（月）～４月３０日（木） 
エントリーシート送信期限 ： ４月３０日（木）１７時（受信有効） 

出願書類（郵送）提出期限 ： ４月３０日（木）（消印有効） 

本選考検査への申込みは、「WEB エントリー」及び「書類の郵送」の両方を行うことで完了となりま

す。出願手続きの詳細は、２３～２５頁「１１ 出願の手続き」をご確認ください。 

札幌市教育委員会

ホームページへの

アクセス 

右記の二次元コードからアクセス可能です。 

WEB エントリー用のエントリーサイトについては、 

こちらのページ内で令和８年(２０２６年)４月６日(月) 

に公開予定です。 

※ 「北海道採用希望」と重複して申し込むことはでき

ませんので、ご注意ください。 

※ 選考検査に関する重要なお知らせを掲載する場合があ

りますので、志願者は、出願後もこちらのページを随時チ

ェックしてください。 

 

 

第１次検査 令和８年（２０２６年）６月１４日（日） 

第２次検査 令和８年（２０２６年）７月３１日（金）～８月２日（日） 

○ 第２次検査は第１次検査に合格した者及び特別選考により第１次検査の全てを免除された者に対

して実施します。 

 
１ 目的 

 この選考は、令和９年度(２０２７年度)北海道・札幌市公立学校教員の採用候補者を選考するために行

うものです。なお、大学３年生等においては、受検機会の拡大や負担の分散化等を目的として、この選考検

査において、第１次検査の教養検査（一般・教職）のみを 1 年前倒しして受検することが可能です。 

 
２ 札幌市が求める教員像 

 

○ 教育者として、強い使命感・倫理観と、子どもへの深い教育的愛情を、常にもち続けている教員 

○ 教育の専門家として、実践的指導力や専門性の向上に、主体的に取り組む教員  

○ 園・学校づくりを担う一員として、地域等とも連携・協働しながら、課題解決に取り組む教員 

札幌市採用希望 
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３ 昨年度からの主な変更点 

１ 受検区分の変更及び併願制度の導入 

 特別支援教育に携わる教員の採用・育成推進を目的とし、受検区分を以下のとおり変更し、併願制度を

導入します。 

⑴ 令和８年度実施検査の受検区分 

区分 出願要件 配属先想定 

小学校・ 

幼稚園教諭 

通常 

小学校教諭の普通免許状 

※ 小学校教諭の普通免許状のみで受検可能。 

※ 幼稚園教諭の普通免許状だけでは受検でき

ません。 

幼稚園、小学校及び義務

教育学校（前期課程）の通

常学級 

特別 

支援 

小学校教諭及び特別支援学校（盲学校、聾
ろ う

学

校又は養護学校）教諭の普通免許状 

小学校及び義務教育学校

（前期課程）の特別支援学

級（通級指導教室含む）、

特別支援学校の小学部 

中学校・ 

高等学校教諭 

通常 

受検教科の中学校教諭の普通免許状又は特別

免許状 

※ 中学校教諭の免許状のみで受検可能。 

※ 高等学校教諭の免許状だけでは受検できま

せん。 

中学校及び義務教育学校

（後期課程）の通常学級、

高等学校、中等教育学校 

特別 

支援 

受検教科の中学校教諭及び特別支援学校（盲

学校、聾学校又は養護学校）教諭の普通免許

状 

※ 高等学校教諭及び特別支援学校（盲学校、

聾学校又は養護学校）教諭の普通免許状だけ

では受検できません。 

中学校及び義務教育学校

（後期課程）の特別支援学

級（通級指導教室を含

む）、高等学校の通級指導

教室、特別支援学校の中

学部又は高等部 

 

※ 令和７年度実施検査までの受検区分 

区分 出願要件 配属先想定 

小学校・幼稚園教諭 

小学校教諭の普通免許状 

※ 小学校教諭の普通免許状のみで受検可

能。 

※ 幼稚園教諭の普通免許状だけでは受検

できません。 

幼稚園、小学校及び義務教

育学校（前期課程）の通常学

級 

中学校・高等学校教諭 

受検教科の中学校教諭の普通免許状又は

特別免許状 

※ 中学校教諭の免許状のみで受検可能。 

※ 高等学校教諭の免許状だけでは受検で

中学校及び義務教育学校（後

期課程）の通常学級、高等学

校、中等教育学校 
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きません。 

特別支援

学校教諭 

小学部 
小学校教諭及び特別支援学校（盲学校、聾

学校又は養護学校）教諭の普通免許状 

小学校及び義務教育学校（前

期課程）の特別支援学級（通

級指導教室含む）、特別支援

学校の小学部 

中学部・高

等部 

受検教科の中学校教諭及び特別支援学校

（盲学校、聾学校又は養護学校）教諭の普通

免許状 

※ 高等学校教諭及び特別支援学校（盲学

校、聾学校又は養護学校）教諭の普通免許

状だけでは受検できません。 

中学校及び義務教育学校（後

期課程）の特別支援学級（通

級指導教室を含む）、高等学

校の通級指導教室、特別支

援学校の中学部又は高等部 

 

 ⑵ 併願制度の導入 

併願できる区分の組み合わせ 併願要件 

小学校・幼稚園教諭（通常） 

小学校・幼稚園教諭（特別支援） 

小学校教諭と特別支援学校（盲学校、聾学校又は養護学校）

教諭の普通免許状を所有していること（令和９年３月３１日ま

での取得見込みを含む） 

中学校・高等学校教諭（通常） 

中学校・高等学校教諭（特別支援） 

※同一教科に限る 

受検教科の中学校教諭と特別支援学校（盲学校、聾学校又

は養護学校）教諭の普通免許状を所有していること（令和９

年３月３１日までの取得見込みを含む） 

  ※ 併願して登録された場合は、採用後の人事異動等によって採用時と異なる学級に配置される場合  

    があります。 

  ※ 併願を希望する場合は、WEB エントリー時に併願希望の設問で「有」を選択してください。 

  ※ 併願を希望する場合は、第１次検査で「専門検査Ⅱ」の受検も必要となります。 

 

 ⑶ 令和７年度実施検査の大学３年次プレ選考受検者の受検区分について 

令和７年６月に実施した大学３年次プレ選考の受検区分を、以下のとおり読み替えます。 

当該選考通過者は、令和８年度実施検査において「プレ通過者特別選考」（下記「４ 選考区分名称 

の変更」参照）で出願する場合、下記の受検区分内であれば令和７年６月実施検査における大学３年次 

プレ選考で出願した受検区分と異なる区分で出願することが可能です。  

令和７年度実施検査における受検区分 令和８年度実施検査における受検区分 

小学校・幼稚園教諭 小学校・幼稚園教諭（通常） 

中学校・高等学校教諭 中学校・高等学校教諭（通常） 

特別支援学校教諭（小学部） 小学校・幼稚園教諭（特別支援） 

特別支援学校教諭（中学部・高等部） 中学校・高等学校教諭（特別支援） 
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２ 特別支援免許所持かつ併願者に対する特別加点制度の新設  

  従来の加点制度に加え、上記１⑵記載の併願制度を活用して出願する者に対し、以下のとおり５点を自 

動付与する特別加点制度を新設します。 

 〇小学校・幼稚園教諭（通常）  と 小学校・幼稚園教諭（特別支援） の併願 

 〇中学校・高等学校教諭（通常）  と 中学校・高等学校教諭（特別支援） の併願 

 ※ 出願校種の教員免許状と特別支援学校教諭の教員免許状の両方を有している（取得見込み）必要  

があります。  

 ※ 従来、加点上限は 10 点（スポーツ・芸術特別加点を除く）としておりますが、併願者に対しては、上限  

に関わらず加点します。 

 ※ 詳細は下記の「加点制度概要図」をご覧ください。 

 

 

３ 受検対象年齢の拡大 

  従来、採用予定日時点で 60 歳に到達していない者を対象として検査を実施しておりましたが、地方公  

務員法改正による定年年齢の引き上げ等に伴い、受検対象とする年齢要件を拡大します。令和８年度実 

施検査においては、「昭和４０年（１９６５年）４月２日以降に生まれた者（令和９年（2027 年）４月１日時 

点で年齢が 62 歳未満である者）」を受検対象といたします。 

 

４ 選考区分名称の変更 

  令和５年及び令和６年の 12 月に実施した「札幌市公立学校教員採用候補者前倒し選考」が終了し、令  

和７年度実施検査より「大学３年次プレ選考」が新設されたことから、従来「前倒し合格者特別選考」とし 

ていた選考区分名を「プレ通過者特別選考」に変更いたします。 
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４ 募集人員等 

１ 受検区分及び募集人員等 

受検区分 採用予定数 教科（科目）等 配属先想定 

 小学校・ 

幼稚園教諭 

通

常 

１２０名程度 

（うち「小中一

貫した教育」推

進枠で５名程

度 ※１） 

 
幼稚園、小学校及び義務教育学

校（前期課程）の通常学級 

特

別 

支

援 

４０名程度  

小学校及び義務教育学校（前期

課程）の特別支援学級（通級指導

教室含む）、特別支援学校の小学

部 

中学校・ 

高等学校教諭  

通

常 

９０名程度 

（うち「小中一

貫した教育」推

進枠で５名程

度 ※１） 

国語、社会、数学、理科、音楽、

美術、保健体育、技術、家庭、

英語 

中学校及び義務教育学校（後期

課程）の通常学級、高等学校、中

等教育学校 

特

別 

支

援 

３０名程度 

国語、社会、数学、理科、音楽、

美術、保健体育、技術、家庭、

英語 

中学校及び義務教育学校（後期

課程）の特別支援学級（通級指導

教室を含む）、高等学校の通級指

導教室、特別支援学校の中学部

又は高等部 

 高等学校教諭 ※２ 若 干 名 

国語、地理歴史（地理・日本史・

世界史）、公民（倫理・政治経

済）、数学、理科（物理・化学・

生物・地学）、保健体育、音楽、

家庭、情報、商業、英語 ※３ 

高等学校、中等教育学校（後期） 

養護教諭 ６名程度  全校種 

栄養教諭 ３名程度  
小学校、中学校、義務教育学校

及び特別支援学校 

障がい者特別選考 若 干 名 

上記の全ての校種・教科を対象

に、一般選考及び他の特別選

考と別に選考します。 

 

 
 

※１ 出願時点で「小中一貫した教育」推進枠での登録を希望するか確認します。 



- 6 - 

 

※２ 北海道教育委員会との共同登録となります。出願時に北海道採用希望、札幌市採用希望の区別はできません。 

当該区分の受検を希望する者は、北海道教育委員会が作成する実施要領に従い、受検してください。 

※３ 北海道教育委員会との共同登録となった者の中から、必要となる教科について若干名を採用するため、ここに 

掲げる全ての教科について、必ず札幌市で採用するものではありません。 

 

(注)１ 出願後の受検区分、教科、「小中一貫した教育」推進枠、併願の希望の変更は認めません。 

   2 採用予定数は現時点のものであり、変動することがあります。 

   3 採用後、本人の希望や所有免許の状況等を踏まえ、人事異動により、他校種・教科へ配属される場合があ  

      ります。 

 

２ 併願制度 

  下記受検区分の組み合わせでのみ、併願が可能となります。 

WEB エントリーの際に、「受検区分」を選択した後、「併願区分」も選択してください。 

併願できる区分の組み合わせ 併願要件 

小学校・幼稚園教諭（通常） 

小学校・幼稚園教諭（特別支援） 

小学校教諭と特別支援学校（盲学校、聾学校又は養護学校）

教諭の普通免許状を所有していること（令和９年３月３１日ま

での取得見込みを含む） 

中学校・高等学校教諭（通常） 

中学校・高等学校教諭（特別支援） 

※同一教科に限る 

受検教科の中学校教諭と特別支援学校（盲学校、聾学校又

は養護学校）教諭の普通免許状を所有していること（令和９年

３月３１日までの取得見込みを含む） 

※ 併願して登録された場合は、採用後の人事異動等によって採用時と異なる学級に配置される場合が 

  あります。 

※ 併願を希望する場合は、WEB エントリー時に併願希望の設問で「有」を選択してください。 

※ 併願を希望する場合は、第１次検査で「専門検査Ⅱ」の受検も必要となります。 

  

「小中一貫した教育」推進枠で

登録となった場合 

受検区分に関わらず、下記のいずれかに配属されます。 

・小学校【A】 

・義務教育学校（前期課程）【A】 

・中学校【B】 

・義務教育学校（後期課程）【B】 

・中等教育学校（前期課程）【B】 

初任校（１校目）の配属先が【A（B）】だった場合、初任校の次に勤務する学校

（２校目）は【B（A）】のいずれかに配属となります。 

「小中一貫した教育」推進枠で

登録の対象とならなかった場合 

出願した受検区分において選考を行い、登録となった場合は、本人の希望や

所有免許の状況等を踏まえ、受検区分に該当する校種に配属されます。 
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５ 受検資格 

１ 各選考における受検資格（大学３年次プレ選考を除く） 

次の⑴から⑸の全ての要件を満たす者が受検できます。 

 ⑴ 昭和４０年（１965 年）４月２日以降に生まれた者  

 ⑵ 受検区分ごとに、令和９年（２０２７年）４月１日時点で有効な以下の教育職員免許状を有する者又は

令和９年（２０２７年）３月 3１日までに取得見込みの者 

  ※ ただし、中学校・高等学校教諭区分における特別免許状については、北海道教育委員会から授与されたもの

を出願時に所有していること。（取得見込みでの出願は不可。） 

 ⑶ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条及び学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９条

の欠格条項に該当しない者 

受検区分 免許状 

小学校・ 

幼稚園教諭 

通常 
小学校教諭の普通免許状 

※ 小学校教諭の普通免許状のみで受検可能。 

※ 幼稚園教諭の普通免許状だけでは受検できません。 

「小中一貫した教育」推進枠での

登録を希望する場合は、小学校教

諭及び中学校教諭の普通免許状

の両方が必要です。 

※ 中学校教諭の普通免許状又は 

特別免許状は中学校・高等学 

校教諭区分で募集する教科に 

限ります。 

特別

支援 
小学校教諭及び特別支援学校（盲学校、聾

ろ う

学校又は養 

護学校）教諭の普通免許状 
 

中学校・ 

高等学校教諭 

通常 
受検教科の中学校教諭の普通免許状又は特別免許状  

※ 中学校教諭の免許状のみで受検可能。 

※ 高等学校教諭の免許状だけでは受検できません。 

「小中一貫した教育」推進枠での

登録を希望する場合は、小学校教

諭及び中学校教諭の普通免許状

の両方が必要です。 

※ 中学校教諭の普通免許状又は 

特別免許状は中学校・高等学 

校教諭区分で募集する教科に 

限ります。 

特別

支援 

受検教科の中学校教諭及び特別支援学校（盲学校、聾  

学校又は養護学校）教諭の普通免許状 

※ 高等学校教諭及び特別支援学校（盲学校、聾学校

又は養護学校）教諭の普通免許状だけでは受検でき

ません。 

 

養護教諭 養護教諭の普通免許状 

栄養教諭 栄養教諭の普通免許状 
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地方公務員法 

 （欠格条項） 

第１6 条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受

けることができない。 

 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者  

 三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第 60 条から第 63 条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

学校教育法 

第９条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 

 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

 二 教育職員免許法第１0 条第１項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から３

年を経過しない者 

 三 教育職員免許法第１１条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け、３年を経過しない者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 ⑷ 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す

る法律（令和６年法律第６９号。令和８年１２月２５日施行。以下「こども性暴力防止法」という。）第２

条第７項に規定する特定性犯罪について前科がない者  

 ⑸ 北海道又は札幌市公立学校の正規教員及び任用の期限を付さない常勤講師ではない者（ただし、

次のいずれかに該当する者を除く） 

ア 養護教諭又は栄養教諭で、教諭となることを希望する者  

イ 教諭又は栄養教諭で、養護教諭となることを希望する者 

ウ 教諭又は養護教諭で、栄養教諭となることを希望する者 

 

２ 大学３年次プレ選考における受検資格 

・この選考は、以下の受検区分を対象に実施します。 

受検区分 教科（科目）等 

 小学校・幼稚園教諭 

通常 － 

特別支援 － 

中学校・高等学校教諭 

通常 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語  

特別支援 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語  

 

・次の⑴から⑸の全ての要件を満たす者が受検できます。 

⑴ 昭和４０年（１９６５年）４月２日以降に生まれた者  

⑵ 出願時点で大学３年生等※で令和１０年（２０２８年）年３月３１日までに卒業見込みの者 

※大学３年生等とは、大学、大学院、短期大学、専門学校の最終年次の１年前の年次をいう 

（科目等履修生は含まない。） 

⑶ 受検区分ごとに、令和１０年（２０２８年）４月１日時点で有効な以下の教育職員免許状を有する者又

は令和１０年（２０２８年）３月３１日までに取得見込みの者 
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⑷ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条及び学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９条

の欠格条項に該当しない者 

⑸ こども性暴力防止法第２条第７項に規定する特定性犯罪について前科がない者  

 

   

受検区分 免許状 

小学校・ 

幼稚園教諭 

通常 
小学校教諭の普通免許状 

※ 小学校教諭の普通免許状のみで受検可能。 

※ 幼稚園教諭の普通免許状だけでは受検できません。 

特別

支援 
小学校教諭及び特別支援学校（盲学校、聾学校又は養護学校）教諭の普通免許状  

中学校・ 

高等学校教諭 

通常 
受検教科の中学校教諭の普通免許状又は特別免許状  

※ 中学校教諭の免許状のみで受検可能。 

※ 高等学校教諭の免許状だけでは受検できません。 

特別

支援 

受検教科の中学校教諭及び特別支援学校（盲学校、聾学校又は養護学校）教諭の普通免許  

状 

※ 高等学校教諭及び特別支援学校（盲学校、聾学校又は養護学校）教諭の普通免許状だ

けでは受検できません。 
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６ 選考区分 ※ 障がい者特別選考を除き、選考区分ごとの募集数・合格者数の設定はありません。 

 選考区分は、一般選考・特別選考・大学３年次プレ選考があります。受検資格及び各選考区分において

設定されている資格要件を満たす選考区分を受検できます。なお、複数の選考区分の併願はできません。

各選考の詳細は、次の表及び各特別選考・大学３年次プレ選考の詳細を確認してください。 

選考区分 対象者（資格要件） 

一般選考 
７、８頁の「５-１ 各選考における受検資格（大学３年次プレ選考を除く）」を満たす者であれ

ば、どなたでも受検できます。 

特 

別 

選 

考 

障がい者特別選考 

７、８頁の「５-１ 各選考における受検資格（大学３年次プレ選考を除く）」を満たす者であっ

て、次に掲げるいずれかの手帳等の交付を受けている者 

・身体障害者手帳 

・都道府県知事又は政令指定都市市長が交付する療育手帳  

・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害  

者職業センターによる知的障がい者であることの判定書 

・精神障害者保健福祉手帳 

現職教員特別選考 

令和９年（２０２７年）３月３１日の時点において、正規教員（※１）として幼稚園（※２）、小学

校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に現に勤務する者

で、その勤務が引き続き３年以上となる者（育児・介護・病気等による休務期間を除く）  

ただし、北海道または札幌市公立学校の正規教員及び任用の期限を付さない常勤講師は除

く。 

※1 正規教員とは、都府県・指定都市等が実施する教員採用選考検査を受検し、採用となっ 

た者や、私立学校における専任教諭など、任期を定めずに採用された者を指します。 

※2 幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定子ども園を含む。 

前年度成績優秀者 

特別選考 

令和７年度実施の北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査（札幌市採用希望）に

おいて、第２次検査で不合格になった者のうち、一定の基準を満たした者 

※ 該当者は、令和７年度実施の北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査の第２

次検査結果通知において、札幌市教育委員会からお知らせしています。 

札幌市退職教員 

特別選考 

次のすべての要件を満たす者 

・札幌市立幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学

校のいずれかの正規教員であった者であり、退職日が平成２９年４月１日以降の者 

・出願しようとする受検区分（併願する場合は併願区分も含む）において、札幌市立幼稚園ま

たは学校の正規教員としての勤務実績が５年以上となる者（育児・介護・病気等による休務

期間を除く） 

臨時教員特別選考 

札幌市立幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学

校において常勤の臨時教員（臨時的任用教員・代替教員）として、令和５年（２０２３年）４月１

日から令和８年（２０２６年）３月３１日までに１２ヵ月（１日でも勤務した月は１月とみなす。）以

上の勤務実績がある者 

プレ通過者特別選

考 

令和７年６月に実施した「令和８年度（２０２６年度）札幌市公立学校教員採用候補者選考検

査 大学３年次プレ選考」において選考通過者となった者 

※ 指定の受検区分内であれば、「令和８年度（２０２６年度）札幌市公立学校教員採用候補

者選考検査 大学３年次プレ選考」の際に出願した受検区分と異なる区分に出願すること

が可能です。 

大学３年次プレ選考 ８，９頁の「５-２ 大学３年次プレ選考における受検資格」を満たす者 

＜各特別選考の詳細＞  

原則として、受検資格及び受検区分は一般選考と同様です。また、特別選考の対象とならなかった者は、

一般選考で受検することができます。 

⑴ 障がい者特別選考 

ア 第１次検査及び第２次検査は一般選考及び他の特別選考の受検者と同様の検査内容で実施し

ますが、別に選考します。 

イ 申出により、障がいの種類や程度に応じた配慮をするとともに、必要に応じて適性検査及び実技
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検査の一部又は全部を免除します。 

ウ 点字、拡大文字、手話通訳等による受検を希望する者は、願書の「障がい者に係る配慮希望事項」

欄に記入してください。 

エ 他の特別選考の資格要件にも該当する場合は、出願時に札幌市教育委員会学校教育部教職員

課へご連絡ください。対象となる検査内容及び追加で必要となる出願書類をご案内します。 

【参考：過去の受検・登録状況】 

採用年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

受検者数 ２ １ ５ ２ ０ 

登録者数 １ ０ ０ ０ ０ 

 ⑵ 現職教員特別選考 

ア 任命権者の発行する職歴証明書により受検資格を確認し、第１次検査を免除します。 

イ 教諭（養護教諭及び栄養教諭を除く）としての勤務により資格要件を満たす者は、「養護教諭」区

分及び「栄養教諭」区分以外の全ての区分に出願が可能です。 

ウ 養護教諭としての勤務により資格要件を満たす者は、「養護教諭」区分のみ出願が可能です。  

エ 栄養教諭としての勤務により資格要件を満たす者は、「栄養教諭」区分のみ出願が可能です。  

【参考：過去の受検・登録状況】 

採用年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

受検者数 ３０ ３４ ３３ ３１ ３７ 

登録者数 １４ １６ １３ １６ １６ 

 ⑶ 前年度成績優秀者特別選考 

前年度の教員採用候補者選考検査の結果通知時に、札幌市教育委員会から、次年度の第１次検

査を免除する旨の通知があった者は、前年度と同一の受検区分・教科（※１～３）で受検する場合に

限り、第１次検査を免除します。 

   ※１ 「小学校・幼稚園教諭（通常）」区分又は「中学校・高等学校教諭（通常）」区分において、「小中

一貫した教育」推進枠を希望する者も、前年度と同一の受検区分、受検教科で受検する場合は、

第１次検査を免除します。 

   ※２ ２頁「３ 昨年度からの主な変更点」１⑴の受検区分変更に伴い、令和７年度実施検査における

受検区分を下表のとおり読み替えますので、出願時の受検区分を選択する際にはご注意ください。  

令和７年度実施検査における受検区分 令和８年度実施検査における受検区分 

小学校・幼稚園教諭 小学校・幼稚園教諭（通常） 

中学校・高等学校教諭 中学校・高等学校教諭（通常） 

特別支援学校教諭（小学部） 小学校・幼稚園教諭（特別支援） 

特別支援学校教諭（中学部・高等部） 中学校・高等学校教諭（特別支援） 

   ※３ 上記の読み替え表に基づいて、令和７年度実施検査で選択した受検区分に相当する区分を令 

和８年度実施検査で受検区分として選択する場合、併願を認めることとします（併願要件を満た  

す場合に限る）。 
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【参考：過去の受検・登録状況】 

採用年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

受検者数 ９３ ６５ ６３ ６６ ７７ 

登録者数 ４１ ３６ ３２ ３６ ３５ 

⑷ 札幌市退職教員特別選考 

 札幌市教育委員会において受検資格を確認し、第１次検査を免除します。 

【参考：過去の受検・登録状況（令和６年度実施の採用検査より導入）】 

採用年度 令和７年度 令和８年度 

受検者数 ６ ６ 

登録者数 ３ ５ 

⑸ 臨時教員特別選考 

ア 札幌市教育委員会において資格要件を確認し、第１次検査の教養検査を免除します。 

イ 臨時教員特別選考に出願した方は、第１次検査の受検地が「札幌」となります。（札幌以外の受検

地を選択することはできません。） 

【参考：過去の受検・登録状況】 

採用年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

受検者数 ２００ １８２ １８2 ２８５ 284 

登録者数 ４６ ５２ ５7 ８３ 76 

 ⑹ プレ通過者特別選考 

ア 札幌市教育委員会において受検資格を確認し、第１次検査の教養検査を免除します。 

イ 受検区分について、「小学校・幼稚園教諭（通常）」区分、「小学校・幼稚園教諭（特別支援）」区分、

「中学校・高等学校教諭（通常）」区分、「中学校・高等学校教諭（特別支援）」区分のいずれかであ

れば、令和７年度実施の大学３年次プレ選考の際に出願した受検区分と異なる区分に出願するこ

とが可能です。 

※ ４頁「４ 選考区分名称の変更」のとおり、「前倒し合格者特別選考」から名称を変更いたします。 

【参考：過去の受検・登録状況（令和６年度実施の採用検査より導入）】 

採用年度 令和７年度 令和８年度 

受検者数 ３１１ ３６７ 

登録者数 １３５ １４１ 

＜大学３年次プレ選考の詳細＞  

ア 大学３年次プレ選考を志願する方は、８，９頁「５-２ 大学３年次プレ選考における受検資格」を確

認してください。大学３年次プレ選考では、第１次検査の教養検査（一般・教職）のみを受検します。 

イ 一定の基準を満たした者を「選考通過者」とし、「選考通過者」は、令和９年度に実施する「令和１

０年度（2028 年度）北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査（札幌市採用希望）」にお

いて、第１次検査の教養検査が免除されます。第１次検査の教養検査が免除されるのは、令和９年

度に実施される「北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査（札幌市採用希望）」のみで

す。令和１０年度以降に実施される選考検査は免除の対象となりません。 

ウ 「選考通過者」は、８頁「５-２ 大学３年次プレ選考における受検資格」に記載の受検区分の範囲
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であれば、令和９年度に実施する選考検査に出願する際に区分の変更を行うことが可能です。受

検区分・教科を変更した場合であっても、令和９年度に実施する選考検査の第１次検査の教養検

査を免除します。 

エ 大学３年次プレ選考に不合格となった場合や未受検の場合でも、令和９年度に実施する教員採

用選考検査を受検することが可能です。 

オ 大学３年次プレ選考の「選考通過者」で、８，９頁「５-２ 大学３年次プレ選考における受検資格」

を満たしていないことが判明した場合は、合格を取り消します。 

【選考の流れ】 
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７ 検査の方法及び内容 
 

区  分 

一
般
選
考 

大

学

３

年

次

プ

レ 

特別選考 

内  容 

障
が
い
者
※ 

現
職
教
員 

前
年
度
成
績
優
秀
者 

札
幌
市
退
職
教
員 

臨
時
教
員 

プ
レ
通
過
者 

第
１
次
検
査 

筆
記
検
査 

教養検査（40 点） 

（一般・教職） 

※ マークシート式  

○ ○ ○ 
免
除 

免
除 

免
除 

免
除 

免
除 

一般教養は自然科学、社会科学及び人文科学について、教職教
養は学校教育関係の法規及び教育原理、教育心理、道徳教育等
について、教員として必要な知識や理解をみる。 

専門検査（Ⅰ） 

（１00 点） 
※ マークシート式  

○ - ○ 
免

除 

免

除 

免

除 
○ ○ 

・小学校・幼稚園教諭（通常）区分及び小学校・幼稚園教諭（特別 
支援）区分については、小学校に係る専門的知識や学習指導要 
領に関する知識や理解をみる。 

・中学校・高等学校教諭(通常)区分及び中学校・高等学校教諭 
(特別支援)区分については、中学校に係る教科別の専門的知識 
や学習指導要領に関する知識や理解をみる。 

・養護教諭区分及び栄養教諭区分については、それぞれに応じた 
専門的知識や学習指導要領に関する知識や理解をみる。 

専門検査（Ⅱ） 
（１00 点） 

※ マークシート式  

○ - ○ 
免

除 

免

除 

免

除 
○ ○ 

・小学校・幼稚園教諭（特別支援）区分又は中学校・高等学校教諭  
(特別支援)区分を選択した場合は、受検必須（併願区分として選
択した場合も含む）。 
・特別支援学校教育の全般にわたる基礎的な知識や理解をみる。 

第
２
次
検
査 

筆
記
検
査 

適性検査 ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質問紙法による性格検査を行う。 

教科等指導法検査 

（記述式） 
○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

・小学校・幼稚園教諭（通常）及び小学校・幼稚園教諭（特別支 
援）区分については、小学校に係る指導法についての理解をみ 
る。 

・中学校・高等学校教諭（通常）区分及び中学校・高等学校教諭 
（特別支援）区分については、中学校に係る教科別の指導法につ 
いての理解をみる。 

・養護教諭区分及び栄養教諭区分については、それぞれに応じた 
指導法についての理解をみる。 

面
接
検
査 

個別面接Ⅰ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
札幌市が求める教員像となりうる資質・能力を有しているかをみ
る。 

個別面接Ⅱ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

実技検査 ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ 受検する学校の種類及び教科に応じた実技の能力をみる。 

※障がい者特別選考の志願者で、他の特別選考の資格要件を満たす場合には、他の特別選考と同等の免除あり 

第２次検査において実技検査の対象となる受検区分及び検査内容については、以下のとおりです。 

受検区分・教科 検査項目 内  容 

中学校・高等学校教諭

（通常）・音 楽 

※併願区分として選択し

た場合も受検必須。 

音 楽 

・【ピアノ演奏】 
中学校歌唱共通教材のうち、当日指定された１曲の主旋律に平易な伴奏を付ける。 
はじめに、中学校用教科書に記載されている調で演奏する。次に、検査時に示された 
調で演奏する。 

※ 楽譜の持参可。ただし、コピーしたもので、著作権を侵害するものは不可。 

・【歌唱】 
コールユーブンゲン（第１巻）№１～№4１（原書番号）のうち、当日指定された１曲を歌 
う。 

中学校・高等学校教諭

（通常）・英 語 

※併願区分として選択し

た場合も受検必須。 

英 語 日常的なことの自由会話と英文を読んで内容について答える。 
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８ 資格等による加点及び免除措置※ 大学３年次プレ選考を除く 

加点及び免除にかかる資格等について、提出した書類の虚偽・偽造が判明した場合や、取得見込みで

申請したにもかかわらず、令和９年（２０２７年）３月３１日までに対象の資格等を取得できなかった場合は、

採用候補者名簿への登録を取り消す場合があります。 

１ 通常加点 

下記⑴～⑺の資格等について、それぞれの受検区分・教科において、「資格等の内容」に掲げるいずれ

かの資格等を有する場合、申請により、第１次検査の総合点に通常加点及び検査の免除措置を行います。 

申請する場合は、WEB エントリーの際に「加点及び免除措置申請の有無」で「あり」を選択してください。

また、１７，１８頁の「⑴～⑺の通常加点及び免除措置を申請する際に必要な書類」を提出してください。 

なお、複数の資格等に該当する場合、併せて申請することができますが、通常加点の上限は合計で１0

点とします。 

  ⑴ 英語に関する資格 

受検区分・教科 資格等の内容 加点 免除となる検査 必要書類 

・小学校・幼稚園教諭（通

常） 

・小学校・幼稚園教諭（特

別支援） 

実用英語技能検定（公益財団法人日本英語検定協会主

催）準１級以上の合格者 

１0 点 - ② 

Ｔ ＯＥＦＬ  ｉ ＢＴ （米国非営利教育団体 Educational 

Testing Service 主催）72 点以上取得者（令和６年(２

０２４年)６月１５日以降に正規のＴＯＥＦＬを受検した者に

限る。） 

ＴＯＥＩＣ Ｌ＆Ｒ／ＴＯＥＩＣ Ｓ＆Ｗ（一般財団法人国際ビ

ジネスコミュニケーション協会主催）１560 点以上取得者

（令和６年(２０２４年)６月１５日以降に公開テスト（国外で

受検した場合も同様とする。）を受検した者に限る。） 

・ 中 学 校 ・ 高 等 学 校 教 諭

（通常）及び中学校・高等

学校教諭（特別支援）の英

語 

実用英語技能検定（公益財団法人日本英語検定協会主

催）１級の合格者 

１0 点 

第 ２ 次 検 査

の実技検査 

※  中学校・

高 等 学 校 教

諭（通常）区

分のみ 

② 

Ｔ ＯＥＦＬ  ｉ ＢＴ （米国非営利教育団体 Educational 

Testing Service 主催）95 点以上取得者（令和６年(２

０２４年)６月１５日以降に正規のＴＯＥＦＬを受検した者に

限る。） 

ＴＯＥＩＣ Ｌ＆Ｒ／ＴＯＥＩＣ Ｓ＆Ｗ（一般財団法人国際ビ

ジネスコミュニケーション協会主催）１845 点以上取得者

（令和６年(２０２４年)６月１５日以降に公開テスト（国外で

受検した場合も同様とする。）を受検した者に限る。） 

 (注) ＴＯＥＩＣ Ｌ＆Ｒ／ＴＯＥＩＣ Ｓ＆Ｗについては、ＴＯＥＩＣ Ｓ＆Ｗのスコアを 2.5 倍して合算したスコアとします。 

⑵ 海外勤務・留学等に関する経験 

受検区分・教科 資格等の内容 加点 免除となる検査 必要書類 

・小学校・幼稚園教諭（通

常） 

・小学校・幼稚園教諭（特

別支援） 

・ 中 学 校 ・ 高 等 学 校 教 諭

（通常）及び中学校・高等

学校教諭（特別支援）の英

語 

在外教育施設等や海外の民間企業等で２年以上の英語

を使用した勤務経験のある者 

１0 点 - 

③ 

海外の大学で２年以上の英語を使用した留学経験のある

者 
④ 

⑶ 青年海外協力隊派遣に関する経験 

受検区分・教科 資格等の内容 加点 免除となる検査 必要書類 

全受検区分 
独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）が実施する青年海

外協力隊の隊員として、２年以上の派遣実績を有する者 
１0 点 - ⑤ 
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⑷ 英語以外の外国語等に関する資格 

受検区分・教科 資格等の内容 加点 免除となる検査 必要書類 

全受検区分 

中学校、高等学校教諭の普通免許状（英語以外の外国語）  

５点 - 

① 

日本語教育機関の告示基準（平成２８年７月２２日出入国

在留管理庁策定）第１条第１項第１3 号の規定に該当する者 
 

 

○ 大学（短期大学を除く。以下同じ）又は大学院にお

いて日本語教育に関する教育課程を履修して所定

の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該

大学院の課程を修了した者 

⑥ 

○ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目

の単位を２６単位以上習得し、かつ、当該大学を卒

業し又は当該大学院の課程を修了した者 
⑦ 

○ 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する

日本語教育能力検定試験に合格した者 
⑧ 

○ 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修

であって適当と認められるものを４２０単位時間以

上受講し、これを修了した者（文化庁に当該研修に

ついて届出し受理された日本語教員養成研修実施

機関等が実施する研修） 

⑨ 

 
○ 日本語教育機関認定法に基づき、登録日本語教員

の登録を受けた者 
⑩ 

⑸ 複数免許等所有に関する資格 

 ① 併願しない場合 

受検区分・教科 資格等の内容 加点 免除となる検査 必要書類 

・小学校・幼稚園教諭（通

常） 

・小学校・幼稚園教諭（特

別支援） 

○ 中学校教諭の普通免許状（国語・社会・数学・理科・

音楽・美術・保健体育・技術・家庭・英語） 

○ 高等学校教諭の普通免許状（数学・理科・保健体育・

英語） 

１0 点 

- 

① 

・小学校・幼稚園教諭（通

常） 

○ 特別支援学校（盲学校、聾学校又は養護学校）教諭

の普通免許状 
5 点 

・中学校・高等学校教諭

（通常） 

・中学校・高等学校教諭

（特別支援） 

○ 小学校教諭の普通免許状 

○ 中学校教諭の普通免許状（美術・技術・家庭）  

※ 受検教科以外の教科の免許状を有する場合に対象と

なります。（例：受検区分・教科が中学校・高等学校教

諭区分の社会で、中学校美術の免許状を所有している

場合） 

１0 点 

○ 中学校教諭の普通免許状（国語・社会・数学・理科・

音楽・保健体育・英語） 

※ 受検教科以外の教科の免許状を有する場合に対象と

なります。（例：受検区分・教科が中学校・高等学校教

諭区分の社会で、中学校国語の免許状を所有している

場合） 

○ 高等学校教諭の普通免許状（商業） 
５点 

・中学校・高等学校教諭

（通常） 

○ 特別支援学校（盲学校、聾学校又は養護学校）教諭

の普通免許状 

・養護教諭・栄養教諭を 

除く全受検区分 

学校図書館司書教諭の資格を有する者 

※ 取得見込者は不可 
⑪ 

(注) 「小学校・幼稚園教諭」区分又は「中学校・高等学校教諭」区分において、「小中一貫した教育」推進枠を希望し出

願した者は、小学校教諭及び中学校教諭の普通免許状を有するとみなすため、加点に関する出願書類の提出は不要

とし、自動的に１0 点を加点します。  
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 ② 併願する場合 

併願の組み合わせ 資格等の内容 加点 免除となる検査 必要書類 

小学校・幼稚園教諭 

（通常） 

と 

小学校・幼稚園教諭 

（特別支援） 

○ 中学校教諭の普通免許状（国語・社会・数学・理科・

音楽・美術・保健体育・技術・家庭・英語） 

○ 高等学校教諭の普通免許状（数学・理科・保健体育・

英語） 

１0 点 

- 

① 

○ 特別支援学校（盲学校、聾学校又は養護学校）教諭

の普通免許状 
5 点 

中学校・高等学校教諭 

（通常） 

と 

中学校・高等学校教諭 

（特別支援） 

○ 小学校教諭の普通免許状 

○ 中学校教諭の普通免許状（美術・技術・家庭）  

※ 受検教科以外の教科の免許状を有する場合に対象と

なります。（例：受検区分・教科が中学校・高等学校教

諭区分の社会で、中学校美術の免許状を所有している

場合） 

１0 点 

○ 中学校教諭の普通免許状（国語・社会・数学・理科・

音楽・保健体育・英語） 

※ 受検教科以外の教科の免許状を有する場合に対象と

なります。（例：受検区分・教科が中学校・高等学校教

諭区分の社会で、中学校国語の免許状を所有している

場合） 

○ 高等学校教諭の普通免許状（商業） 

○ 特別支援学校（盲学校、聾学校又は養護学校）教諭

の普通免許状 

５点 

上記の両組み合わせ 
学校図書館司書教諭の資格を有する者 

※ 取得見込者は不可 
５点 ⑪ 

  (注) 特別支援学校（盲学校、聾学校又は養護学校）教諭の普通免許状保有による５点加点は、小学校・幼稚園教諭（通 

常）区分及び中学校・高等学校教諭（通常）区分の第１次検査の合否判定時にのみ、総合点に加点します。 

⑹ ＩＣＴ活用指導力に関する資格 

受検区分・教科 資格等の内容 加点 免除となる検査 必要書類 

全受検区分 

情報処理技術者試験(独立行政法人情報処理推進機構

主催)基本情報技術者試験合格者  (第２種情報処理技

術者試験合格者)又は同機構が認定するこの資格と同等

以上の資格取得者 

１0 点 - ② 

⑺ 国際バカロレア教育に係る資格 

受検区分・教科 資格等の内容 加点 免除となる検査 必要書類 

・中学校・高等学校教諭

（通常） 

○ 文部科学省 IB 教育推進コンソーシアム事務局が実 

   施する国際バカロレアのミドル・イヤーズ・プログラム 

（MYP）又はディプロマ・プログラム（DP）に係る教科

別ワークショップ（WS）のカテゴリー１を修了した者で、

資格が有効の者 

○ 国際バカロレアのワークショップリーダーの資格 

を有する者 

１0 点 - ② 

＜⑴～⑺の通常加点及び免除措置を申請する際に必要な書類＞ 

 ① 教育職員免許状の写し又は教育職員免許状取得見込（授与）証明書の原本  

 ② 資格証明書又は資格を証明できる書類（写し可）  

 ③ 勤務期間、勤務内容及び英語を使用した勤務であることが明記された証明書（写し可）  

 ④ 留学期間、留学内容及び英語を使用した留学であることが明記された証明書（写し可）  

 ⑤ 青年海外協力隊事務局が発行した派遣証明書（写し可）  

 ⑥ 履修証明書及び卒業証明書等（写し可） 

 ⑦ 単位修得証明書及び卒業証明書等（写し可） 

 ⑧ 合格証明書（写し可） 
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 ⑨ 受講証明書等（写し可） 

 ⑩ 登録日本語教員の登録証の写し 

 ⑪ 司書教諭講習修了証書の写し 

 

２ 特別支援免許所持かつ併願者に対する特別加点 

６頁「４-２ 併願制度」を活用して出願する者に対し、特別加点として５点を自動付与します。併願が可

能な組み合わせは下記のとおりです。 

〇小学校・幼稚園教諭（通常） と 小学校・幼稚園教諭（特別支援） の併願 

〇中学校・高等学校教諭（通常） と 中学校・高等学校教諭（特別支援） の併願 

 ※ 受検区分の校種及び教科の教員免許状と特別支援学校教諭の教員免許状の両方を有している（取  

得見込み）必要があります。  

 ※ 併願者に対して、通常加点上限の 10 点及びスポーツ芸術・特別加点に関わらず５点を加点します。 

 ※ 例１：受検区分が小学校・幼稚園教諭（通常）区分、併願区分が小学校・幼稚園教諭（特別支援）区  

       分で、所有免許が小学校教諭免許及び特別支援学校教諭免許の場合 

   →特別支援学校教諭免許保有による通常加点５点（要申請）＋併願制度による特別加点５点（申請 

    不要）＝計１０点。 

 ※ 例２：受検区分が小学校・幼稚園教諭（通常）区分、併願区分が小学校・幼稚園教諭（特別支援）区  

       分で、所有免許が小学校教諭免許、特別支援学校教諭免許及び中学校教諭免許（国語）の場合 

   →中学校教諭免許（国語）保有による通常加点１０点（要申請）＋併願制度よる特別加点５点（申請不  

要）＝計１５点。 

 

３ スポーツ・芸術特別加点 

当該加点については、通常加点の上限及び併願者に対する特別加点に関わらず、別途申請することが

可能です。申請する場合は、WEB エントリーの際に「加点及び免除措置申請の有無」で「あり」を選択のう

え、下記「スポーツ・芸術特別加点を申請する際に必要な書類」を提出してください。 

受検区分・教科 資格等の内容 加点 免除となる検査 必要書類 

全受検区分 

スポーツや芸術等の分野において、次に掲げる秀でた技

能・実績を有する者 

ア スポーツの分野において、国際的規模の競技会に日

本代表として出場した者又は日本選手権大会若しくは

これに準ずる全国的規模の大会において優秀な成績を

収めた者 

イ 音楽、美術等の芸術の分野において、国際レベルのコ

ンクール、展覧会等で優秀な実績を収めた者又は全国

レベルのコンクール、展覧会等で極めて優秀な実績を

収めた者 

ウ その他上記に準ずる程度の顕著な活動経験又は技能

を有する者で、その経験等が児童生徒への教育効果の

面で特に期待できる者 

※ 上記ア～ウの実績を収めた時期は、原則として高校

卒業後かつ平成２９年４月以降のものに限る。 

１0 点 

又は 

５点 

- ⑫ 

(注)１ 対象者及び加点の点数は、出願書類により決定します。 

２ 対象となった場合、⑴～⑺の通常加点の上限及び併願による特別加点に関わらず、加点されます。 

＜スポーツ・芸術特別加点を申請する際に必要な書類＞ 

 ⑫ スポーツや芸術等の分野における自身の秀でた技能・実績について、証明ができるもの 

  ※ 新聞記事、表彰状等の写し（顕著な技能・実績等の証明になる新聞記事や表彰状の写し。団体競

技については、表彰された大会等の出場メンバーやその役割がわかる名簿等の写し等） 
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【参考】 加点制度概要図  
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９ 検査日程 

⑴  第１次検査 令和８年（2026 年）６月１4 日（日） 

   ア 一般選考または障がい者特別選考 

時 間 内 容 備 考 

    ９：３０～１０：１０ 受付（入室） 

 

１０：２０～１０：３０ 検査上の注意・連絡 

１０：４０～１１：４０ 教養検査（一般・教職） 

１１：４０～１２：２０ 休憩 

１２：４０～１３：４０ 専門検査（Ⅰ） 

１３：４０～１４：００ 休憩 受検区分又は併願区分が小学校・幼稚園教諭（特別支援）
区分又は中学校・高等学校教諭（特別支援）区分の受検者
のみ対象 １４：１０～１４：５０ 専門検査（Ⅱ） 

※ 障がい者特別選考受検者で、臨時教員又はプレ通過者特別選考の資格要件を満たす方は、下

記イの日程を参照ください。 

イ 臨時教員特別選考・プレ通過者特別選考 

時 間 内 容 備 考 

１１：４０～１２：１０ 受付（入室） 

 １２：２０～１２：３０ 検査上の注意・連絡 

１２：４０～１３：４０ 専門検査（Ⅰ） 

１３：４０～１４：００ 休憩 受検区分又は併願区分が小学校・幼稚園教諭（特別支援）
区分又は中学校・高等学校教諭（特別支援）区分の受検者
のみ対象 １４：１０～１４：５０ 専門検査（Ⅱ） 

ウ 大学３年次プレ選考 

時 間 内 容 備 考 

 ９：３０～１０：１０ 受付（入室） 

 １０：２０～１０：３０ 検査上の注意・連絡 

１０：４０～１１：４０ 教養検査（一般・教職） 

⑵ 第２次検査 

ア 令和８年（2026 年）７月３１日（金） 

時 間 内 容 備 考 

９：００～ 個別面接検査 受検者ごとに別途指定する日時 

イ 令和８年（2026 年）８月１日（土） 

時 間 内 容 備 考 

 ８：００～ ８：３０ 受付（入室） 

 
 ８：４０～ ９：００ 検査上の注意・連絡 

 ９：００～ ９：３０ 適性検査 

 ９：５０～１０：５０ 教科等指導法検査 

１２：００～ 
個別面接検査 受検者ごとに別途指定する日時 

実技検査 受検者ごとに別途指定する日時（対象者のみ）  

ウ 令和８年（2026 年）８月２日（日） 

時 間 内 容 備 考 

９：００～ 
個別面接検査 受検者ごとに別途指定する日時 

実技検査 受検者ごとに別途指定する日時（対象者のみ） 
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(注)１ 第２次検査は、第１次検査（大学３年次プレ選考を除く）に合格した者、現職教員特別選考、前年度成績優秀者 

          特別選考及び札幌市退職教員特別選考受検者に対して実施します。 

２ 第２次検査の受検日は、原則２日間※となります。指定された日程の変更はできません。 

  ※「８月１日（土）」と、「７月３１日（金）又は２日（日）」の組み合わせで最大２日間となります。 

ただし、受検状況によっては、７月３１日（金）は検査を実施しない可能性があります。 

３ 障がい者特別選考受検者は、障がいの種類や程度を踏まえ、必要に応じて適性検査及び実技検査の一部又は 

全部を免除します。 

４ 指定された検査日に健康上の理由で医師から実技検査を禁止されている者は、速やかに報告してください。 

（医師の診断書の提出を求める場合があります。） 

⑶ 遅刻・欠席の取扱い 

ア 遅刻した場合は受検できませんので、時間を厳守してください。 

イ 検査を欠席した場合は、以降の検査は受検できません。 

ウ 本人の責によって検査を欠席した場合、再検査は実施しません。 
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１0 検査会場 

⑴  第１次検査会場 

受検地 会場及び住所 

札幌 

市立札幌開成中等教育学校 

札幌市東区北 22 条東 2１丁目１－１（地下鉄東豊線元町駅１.１km） 

市立札幌平岸高等学校 

札幌市豊平区平岸５条１8 丁目１－２（地下鉄南北線澄川駅 0.8km） 

函館 
北海道函館中部高等学校 

函館市時任町１１－３（JR 函館駅 2.3km） 

岩見沢 
北海道岩見沢農業高等学校 

岩見沢市並木町１－５（JR 岩見沢駅１.5km） 

旭川 
北海道旭川工業高等学校 

旭川市緑が丘東４条１丁目１番１号（JR 西御料駅 1.7km） 

釧路 
北海道釧路湖陵高等学校 

釧路市緑ヶ岡３丁目１－3１（JR 釧路駅 4.0km） 

東京 未定（決定次第、札幌市教育委員会のホームページにて公開します。） 

(注)１ 出願状況等により、会場が変更となる場合があります。その際はホームページでお知らせします。 

２ 志願者の状況によっては、第２希望の受検地での受検となる場合があります。 

３ 臨時教員特別選考受検者の受検地は「札幌」のみとなります。 

４ 大学３年次プレ選考は、上記のうち、どの会場でも受検することができます。 

５ 第１次検査会場は、受検票送付時に各受検者へお知らせします。 

⑵  第２次検査会場（予定） 

会場及び住所 

市立札幌開成中等教育学校 

札幌市東区北２２条東２１丁目１－１（地下鉄東豊線元町駅１.１km） 

札幌市立開成小学校 

札幌市東区北２１条東２１丁目３－１（地下鉄東豊線元町駅１.3km） 

市立札幌平岸高等学校 

札幌市豊平区平岸５条１８丁目１－２（地下鉄南北線澄川駅 0.8km） 

札幌市立平岸高台小学校 

札幌市豊平区平岸５条１８丁目１－１（地下鉄南北線澄川駅 0.6km） 

  (注)１ 出願状況等により、会場が変更となる場合があります。その際はホームページでお知らせします。 

 ２ 第２次検査会場は、第１次検査の結果通知時に各受検者へお知らせします。 
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１１ 出願の手続き 

⑴ 出願方法 

出願の手続きは、以下①～③の全てを行うことで完了となります。 

（注） 作成時間を考慮し、早めに手続きを行ってください。 

＜出願手続きの流れ＞ 

 

①利用者登録・ID取得

（北海道電子自治体共同システム）

②エントリーシート

必要事項入力・送信

④受付番号を確認し、ダウンロード
した出願書類を作成・郵送

⑥審査開始メール確認
※出願書類郵送前にメールが届く場合がありますが、書

類の郵送は必要となりますのでご注意ください。

⑧審査完了メール確認

⑩受検票ダウンロード・印刷

③申込情報受理、

申請受付メールを自動送信

⑤審査開始、審査開始メール送信
※WEBエントリー確認後に順次送信します。

⑦審査完了、審査完了メール送信

（５月下旬頃）

⑨通知書（受検票）発行メールを

送信（６月４日まで）

①W E B エ ン ト リ ー 
札幌市教育委員会の WEB サイトからエントリーサイトにアクセスして、入力フ

ォーム（エントリーシート）に必要事項を入力し、送信します。 

②出願書類のダウンロード 出願書類（願書等）をエントリーサイトからダウンロードします。 

③書 類 の 郵 送 

ダウンロードした出願書類を印刷し、必要事項を記入のうえ、添付書類ととも

に、簡易書留で郵送します。 

※ 紙でのエントリーシートの提出は不要です。 

受検者 札幌市教育委員会 
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＜WEB エントリーに係る注意事項＞ 

ア エントリーサイトのリンクと入力フォーム上の入力内容・操作方法等については、令和８年（２０２６年）

４月６日（月）に札幌市教育委員会のホームページに掲載します。 

イ 利用者ＩＤ及びパスワードは、受検票ダウンロードの際などに必要となりますので、必ず控えを取り、

忘れないようにしてください。 

ウ 申請内容に誤りが判明し、修正する場合は、申請を取り下げた後に再度申請してください。 

ただし、「審査開始」後は申請取り下げができませんので、審査開始後に修正を希望する場合は、

札幌市教育委員会学校教育部教職員課へご連絡ください。出願受付期間の終了時、同一人物によ

る複数回の申請が判明した場合は、直近の申請のみを有効とします。 

⑵ 出願受付期間 

受 付 期 間 

令和８年（2026 年）４月６日（月）～４月３０日（木） 
エントリーシート送信期限 ： ４月３０日（木）１７時（受信有効） 

出願書類（郵送）提出期限 ： ４月３０日（木）（消印有効） 

 (注)１ 締め切り直前は、サーバーが混み合い、申込みに時間がかかる場合がありますので、早めにエントリーを 

行ってください。 

２ 書類の提出は、必ず簡易書留での郵送により行ってください。メール便等の託送や持参による提出は一 

切受け付けません。 

３ 出願書類に虚偽の記載があった場合は、受検又は採用の対象から除かれることがあります。  

⑶ 出願書類  

対 象 者 出 願 書 類 注意事項 

全ての志願者 願書 

・エントリーサイトから様式をダウンロードし、作成
提出してください。 

・出願後、願書に貼付した写真と同じ写真を受検
票に貼付する必要があるので、写真は複数枚用
意してください。 

障がい者特別選考

志願者 
身体障害者手帳等の写し 

出願時に写しを提出するとともに、第１次検査時に
手帳等の原本を持参し、係員の確認を受けてくだ
さい。 

現職教員特別選考

志願者 
職歴証明書 

正規教員としての教職経験を確認するため、エント
リーサイトから様式をダウンロードし、任命権者か
ら証明を受けた後、出願時に提出してください。 

資格等による加点

及び免除措置申請

者 ※ 

①資格等による加点及び免除措置申請書 

②１７，１８頁「⑴～⑺の加点及び免除措置を

申請する際に必要な書類」に掲げる書類 

・出願時に①及び②を提出してください。 

・①の書類の様式は、エントリーサイトからダウンロ
ードしてください。 

 
※ 「小学校・幼稚園教諭（通常）」区分又は「中学

校・高等学校教諭（通常）」区分において、「小中
一貫した教育」推進枠を希望し出願した者は、
「８ ⑸複数免許等所有に関する資格」に該当す
るため、①及び②の提出は不要とし、自動的に１
0 点を加点します。 

スポーツ・芸術特別

加点申請者 

①スポーツ・芸術特別加点申請書 

②１８頁「スポーツ・芸術特別加点を申請する

際に必要な書類」に掲げる書類 

  (注) 結果通知用封筒の提出は不要です。 
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⑷ 出願書類提出先 

  札幌市採用を希望する全ての者は、以下に出願書類（願書等）を提出してください。  

提出先 

〒060-0002 

札幌市中央区北２条西２丁目 STV 北２条ビル４階 

札幌市教育委員会学校教育部教職員課  

⑸ 受検票の送付 

      受検票は、WEB エントリー時に使用したメールアドレス宛てに令和８年（２０２６年）年６月４日（木）

までに送信します。６月８日（月）までにメールの受信が確認できない場合は、至急、札幌市教育委員

会学校教育部教職員課に問い合わせてください。 

なお、受検票送付時、特別選考に係る資格要件の確認結果、資格等による加点及び免除措置の

内容についても併せてお知らせします。 

⑹ 障がいのある方への配慮等 

障がいのある方に対しては、障がい者特別選考の志願者に限らず、点字や拡大文字の使用や手話

によるコミュニケーションなど、障がいに応じた配慮を行い、支障なく受検できるよう努めています。検

査会場において配慮を必要とする方は、出願時に願書の「障がい者に係る配慮希望事項」欄に配慮

事項を記入してください。 

 ⑺ その他 

  ア 出願後に改姓した場合又は連絡先等の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに札幌市教育委

員会学校教育部教職員課まで連絡してください。 

  イ 出願書類提出後、記載内容や提出書類の確認のために電話連絡する場合があります。WEB エント

リー時には、検査の終了までの間、確実に連絡が取れる電話番号を入力してください。 

  ウ 出願にあたって入力・記載された個人情報は、札幌市教育委員会が適切に管理し、令和９年度（２０

２７年度）北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査の実施並びにこれに関連する照会・

連絡及び採用手続き以外の目的には使用せず、特定の個人が識別される情報として公表すること

はありません。  
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１2 当日の携行品及び留意事項 

（注）１ 検査会場の敷地内は禁煙です。 

２ ゴミは各自で持ち帰ってください。 

３ 検査会場及びその周辺には、駐車場がありません。自家用車、バイク、自転車等は駐車できませんので、公共交通機 

関（電車、バス等）を利用してください。 

４ 学校の駐車場や受検会場周辺店舗等への無断駐車、送迎（タクシーを含む。）のための路上駐車は厳禁とします。 

       運営による注意に対応いただけない場合、受検番号を控えさせていただくことがあります。 

５ 携帯電話やスマートウォッチ等の通信機能を有する電子機器の検査時間中の使用を禁止します。 

６ 不正が明らかになった場合は、その者の受検を中止します。 

７ 上履きは、靴底が黒く素材が硬めのもの（ビジネスシューズ・ハイヒール等）は、床に跡が残るなど支障が出るおそれ  

がありますので可能な限り避け、柔らかい靴底のものとしていただくなどご配慮願います。 

８ 検査時間中の水分補給を認めます。検査時間中に持ち込める飲料は、「無地の水筒（絵・柄無し）」または「ラベルを 

はがしたペットボトル」とします。 

  

受検区分・教科 持 参 す る も の 

第
１
次
検
査 

受検者全員 

受検票、筆記用具（マークシート用にＨＢの鉛筆とプラスチック製消しゴ

ムを含む。）、上履き及び靴袋、（障がい者特別選考受検者のみ）身体障

害者手帳等の原本 

第
２
次
検
査 

受検者全員 

受検票、第２次検査日時に係る通知（大学３年次プレ選考受検者を除く

第１次検査の合格者へ送付されるもの）、筆記用具（適性検査及び教科

等指導法検査用にＨＢの鉛筆とプラスチック製消しゴムを含む。）、上履

き及び靴袋 

中学校・高等学校教諭（通常）区分及

び中学校・高等学校教諭（特別支援）

区分の美術 

Ｂ～４Ｂの鉛筆 
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１3 選考結果の通知等 

⑴ 選考結果の通知 

ア 第１次検査の合格者及び大学３年次プレ選考の選考通過者については、令和８年（２０２６年）７

月１７日（金）に、札幌市教育委員会のホームページにおいて、受検区分・教科ごとに受検番号を掲

載します。 

      なお、第１次検査の結果通知については、第１次検査の合格者及び大学３年次プレ選考の選考通

過者のみを対象として同日に発送します。 

イ 採用候補者名簿に登録する者については、令和８年（２０２６年）９月２５日（金）に、札幌市教育委

員会のホームページにおいて、受検区分、受検教科ごとに受検番号を掲載します。  

      なお、第２次検査の結果通知については、同日以降に採用候補者名簿に登録する者としない者に

区分して発送します。 

ウ 検査を欠席したり、最後まで必要な検査を受検せず帰宅した場合は、合否判定の対象となりませ

んので、選考結果は通知しません。 

エ 出願後、採用候補者名簿に登録するまでの間に資格要件を欠いていることが判明した場合は、

合否判定の対象となりませんので、選考結果は通知しません。 

オ 第２次検査を受検し、登録とならなかった者で、一定水準の成績を取得した場合には、令和９年

度（２０２７年度）に実施する「令和１０年度（２０２８年度）北海道・札幌市公立学校教員採用候補

者選考検査（札幌市採用希望）」で同一の受検区分、受検教科で受検する場合に限り、前年度成

績優秀者特別選考の対象として第１次検査を免除する旨、第２次検査結果通知の際に併せてお知

らせします。 

⑵ 選考結果の開示請求 

第 1 次検査、第 2 次検査、大学３年次プレ選考で不合格となった者は、選考結果の開示請求をす

ることができます。 

詳細については、第１次検査の結果発表及び第２次検査の結果発表の際、ホームページでお知ら 

せします。 

⑶ 臨時教員登録時における評価の活用 

第２次検査を受検し、登録とならなかった者が、第２次検査の結果通知後から令和９年３月までの

間に、札幌市立学校の臨時教員に応募する場合、選考検査における評価を活用し、面接を免除しま

す。詳細については、第２次検査結果通知の際に併せてお知らせします。 
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１4 登録及び採用の方法 

⑴ 登録の方法 

ア 採用候補者名簿への登録は、「登録Ａ」と「登録Ｂ」に分けて行います。 

(ｱ) 「登録Ａ」は、令和９年（２０２７年）４月１日付けで採用を予定する者の登録です。 

(ｲ) 「登録Ｂ」は、令和９年（２０２７年）４月１日以降の採用を予定する者の登録です。 

イ 採用候補者名簿の有効期限は、原則として令和１０年（２０２８年）４月１日までです。 

なお、国内外の大学院に進学する場合は、本人の申出により登録期間を１年間延長することができ

ます。 

⑵ 採用の方法 

  ア 採用は、「登録Ａ」で登録された者、「登録Ｂ」で登録された者の順に行います。  

イ 受検区分又は教科等ごとの採用数等に変動が生じたときは、本人の希望や所有免許の状況等に

より、登録した区分以外の校種又は教科等に採用を調整する場合があります。 

ウ 採用にあたっては、令和９年（２０２７年）１～２月の間に、札幌市教育委員会が指示する健康診断

を受診する必要があります（令和８年（２０２６年）１１月下旬に受診案内を送付します）。 

エ 日本国籍を有しない者は、任用の期限を付さない常勤講師に任用します。任用の期限を付さない

常勤講師の給与、休暇、福利厚生、研修等の制度は、教諭と同じですが、校務の運営に参画する

職や業務に就くことはできません。 

※ 採用予定日時点で従事可能な在留資格がない場合には、採用しません。 

オ 障がいのある方については、配属前に身体等の状況や職務にあたっての配慮事項等を確認する

機会を設けた上で配属先を決定します。 

カ 採用候補者名簿登載期間中に次の事項に該当する場合は、名簿から削除します。  

（ア） 令和９年（２０２７年）３月３１日までに受検資格の教育職員免許状を取得できない場合や、教

育職員免許状の効力が有効ではない場合 

※ 所有している教育職員免許状の効力が有効ではない場合は、都道府県教育委員会に対して  

再授与申請を行い、効力が有効な免許状を取得する必要があります。  

(イ) 正当な理由がなく勤務地を限定したり、採用調整を拒否した場合  

(ウ) 選考を受ける資格を欠いていることが明らかになった場合  

(エ) こども性暴力防止法第２条第７項に掲げる特定性犯罪の前科があることが明らかになった場

合。 

なお、採用候補者名簿への登録に当たっては、令和８年１２月２５日までに施行予定のこども 

       性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要とな  

ります。 

特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者（こども性暴力防止法第２条第８項の  

各号のいずれかに該当する者）の場合）は、こども性暴力防止法に基づき、教員として従事させ  

ない等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないこと  

を求めることとしています。このため、採用選考過程において、願書により、特定性犯罪の前科  

の有無を確認します。 

なお、採用までの間に行う、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に必要な手続き等に 

対応しないときにも名簿から削除します。 

(オ) 受検又は採用時の提出書類等において学歴、職歴、資格、犯罪歴その他重要な経歴に虚偽
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の記載があるなど教員としてふさわしくない事実が明らかになった場合 
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１5 給与・勤務条件等について 

⑴ 初任給・各種手当 

  新規卒業（修了）者の初任給は概算で次のとおりです。なお，採用以前の職歴などがある方は、その 

内容に応じて加算される場合があります。 

区 分 
幼稚園、小学校、 

中学校、義務教育学校 
高等学校、中等教育学校 特別支援学校 

大 学 院（ 修士） 卒 290,750 円 290,750 円 301,850 円 

大学卒 274,490 円 274,490 円 285,590 円 

短大卒 252,140 円 248,570 円 257,570 円 

（令和８年４月１日予定） 

※ 上記の額は、給料・教職調整額・教員特別手当（学級担任加算を除く）・給料の調整額を含みます。その他に、通勤手

当・住居手当・扶養手当等の諸手当が条件に応じて支給されます。また、６月及び１２月に期末勤勉手当が支給されます。 

※ 採用に伴う赴任旅費は支給しません。 

※ 中等教育学校について、高等学校教諭の教育職員免許状を所有しない等の場合は、中学校と同じ区分となります。 

⑵ 勤務条件 

・ 勤務時間：１週間について３８時間４５分 

・ 休日等：土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

・ 休暇等：年次有給休暇（年２０日）、産前・産後休暇、育児休業、病気休暇、介護休暇 等 

⑶ 福利厚生 

採用と同時に公立学校共済組合員となり、健康保険・厚生年金に加入するほか、給付事業・貸付

事業・検診事業などを利用できます。 
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１6 過去の実施状況について 

＜北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査の志願者数と登録者数の状況＞※札幌市採用希望      

（特別選考の対象者を含む。) 

区 分 

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度 

志願者 １ 次 合 格 者 登録者 志願倍率 志願者 １ 次 合 格 者 登録者 志願倍率 志願者 １ 次 合 格 者 登録者 志願倍率 

小学校・幼稚園 468 386 
205 

(3) 
2.3 469 393 

１90 

(3) 
2.5 478 337 

163 

（３） 
2.9  

中 

学 

校 

・ 

高 

等 

学 

校 

国 語 7１ 45 １6 4.4 67 47 2１ 3.2 67 48 22 3.0  

社 会 78 40 １6 4.9 １0１ 47 １9 5.3 102 45 17 6.0  

数 学 7１ 39 １6 4.4 72 43 １7 4.2 80 37 16 5.0  

理 科 6１ 40 １6 3.8 64 40 １3 4.9 78 40 14 5.6  

音 楽 32 １6 6 5.3 28 １5 4 7.0 20 10 4 5.0  

美 術 26 １１ 3 8.7 25 １2 4 6.3 26 14 7 3.7  

保健体育 １１6 37 １6 7.3 １１0 35 １4 7.9 106 62 14 7.6  

技 術 １１ 8 4 2.8 １2 9 4 3.0 7 6 3 2.3  

家 庭 28 １0 3 9.3 25 １2 4 6.3 31 16 4 7.8  

英 語 75 49 １9 3.9 69 46 2１ 3.3 86 59 23 3.7  

小 計 569 295 
１１5 

(3) 
4.9 573 306 

１2１ 

(3) 
4.7 603 337 

124 

（３） 
4.9  

特
別
支
援
学
校 

小 学 部 64 50 26 2.5 54 43 26 2.１ 53 44 28 1.9  

中学部・高等部 49 38 23 2.１ 44 33 2１ 2.１ 39 35 19 2.1  

小 計 １１3 88 49 2.3 98 76 47 2.１ 92 79 47 2.0  

養護教諭 85 3１ １0 8.5 78 26 9 8.7 87 19 6 14.5  

栄養教諭 33 １2 5 6.6 32 9 3 １0.7 38 11 3 12.7  

合 計 １,268 8１2 384 3.3 １,250 8１0 370 3.4 1,298  783  343  3.8  

※ 小学校・幼稚園教諭及び中学校・高等学校教諭の登録者の()内は「小中一貫した教育」推進枠での登録者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

〒060-0002 

札幌市中央区北２条西２丁目 STV 北２条ビル４階 

札幌市教育委員会学校教育部教職員課 

TEL 0１１-2１１-3854 

※ 公式ホームページのほか、LINE でも最新の情報を発信しています。 

   

 


